
 

【届出・申出制度のフローチャート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

土地所有者 

市町村の長 買取りを希望する地方 

公共団体等がない場合 

土地所有者 買取りを希望する地方 

公共団体等がある場合 

第３者へ譲渡可 
協議主体となる地方 

公共団体を決定 

土地所有者 協議主体の地方公共団体等 

協 議 

協議が整った場合 協議が整わない場合 

土地所有者と協議主体

である地方公共団体と

の間で売買契約締結 

届出書（法第４条） 

申出書（法第５条） 

通知（法第６条第３項） 

通知（法第６条第１項） 

※受理日から３週間以内 

第３者へ譲渡可 

土地所有者は買い取りに応ずる義務

はないが協議を拒んではならない。 


